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南 篠 崎 町 会 会 則
第一章  総 則

第１条本会は、南篠崎町会（以下 「本会」という。）と称し、事務所を会長宅（江戸川区南篠崎町 2 丁目
25 番 4 号）に置く。

第 2 条本会は、江戸川区南篠崎町１丁目全域、南篠崎町 2 丁目全域、南篠崎町 3 丁目全域、南篠崎
町 4 丁目全域、南篠崎町 5 丁目 4 番の一部、8 番の一部、9～10 番、13 番の一部、谷河内 2 丁
目全域、江戸川１丁目 36 番の一部、50～51 番の一部、瑞江 2 丁目 25～29 番（以下「区域」とい
う。)に住所を有する者をもって構成する。

第 3 条 前条に定める区域を区分してこれを地区とし、各地区に組を置く。

第二章  目的及び事業

第 4 条 本会は、会員相互の親睦を図り、福祉の増進に努め、環境を整備し、明るく住みよい町づくり
に寄与することを目的とする。

第 5 条 本会は前条の目的達成のため、次の事業部を置く。
総務部、防犯防火部、環境文化部、交通部、社会福祉部、青少年部、婦人部、広報部、
会館管理部、その他目的達成のため必要な部。

第三章  会 員

第 6 条 1、区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になることができる。
2、前項に該当しない個人で、本会の目的に賛同するものは、会員となることができる。
3、区域の住所有無に関わらず、事業を営む団体で、本会の事業を賛助することに同意され

た場合、賛助会員となることができる。なお、賛助会員は本会からの要請があった場合を
除き、本会の運営、実行には直接関わらないものとする。

第７条 1、本会の会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書により、会長に届けるものとす
る。

  2、本会は、正当な理由のない限り、区域に住所を有する個人の入会を拒めない。
   3、本会は 区域に住所を有する未加入者に対して、本会の趣旨を説明し、入会の案内を行
        うものとする。
第 8 条 1、会員又は賛助会員が、退会しようとするときは、脱会届により、会長に届けなければならな

い。
2、次の各号のいずれかに該当する会員は、退会したものとみなす。

（１） 区域に住所を有しなくなった会員。但し、第 6 条第 2 項による会員となることは妨げない。
（２） 会費を 1 年以上滞納し、かつ催告に応じない世帯の会員。

第 9 条 会員又は賛助会員が、本会の趣旨に著しく違反した行為をなし、又は本会の名誉を著しく毀
損する行為をなしたときは、総会において出席会員の 4 分の 3 の多数により、これを除名する
ことができる。

第四章  役 員

第 10 条 本会に次の役員を置く。
会長 1 名、副会長 6 名、会計 2 名、会計監査 2 名、
事業部長・同副部長 若干名    、
地区部長・同副部長 若干名、
組長        各地区に若干名、
各事業部員  各事業部に若干名、
顧問並びに相談役  若干名



第 11 条 1、本会の役員は会員の中から次の方法によって選出する。
（1） 会長・副会長・会計は、役員選考委員会に於いて選考し、総会にはかり、承認を得る。
（2） 顧問・相談役・各事業部長・各事行副部長・会計監査は、三役会にはかり、会長が委嘱

する。
（3） 各地区部長はそれぞれの地区部会に於いて部内から選出し、会長が委嘱する。
（4） 各地区副部長は、それぞれの各地区婦人部会に於いて部内から選出し、会長が委嘱

する。
（5） 組長は各組内から選出し、地区部長に報告し、会長が委託する。
（6） 各事業部員は、各事業部長が本人の同意を得て選出し、会長が委嘱する。
2、任期中、副会長・会計に欠員が生じたときは、部長会にはかり、会長が委嘱することにより
補充をすることができる。

第 12 条 役員の任期は 2 年とし、組長に限っては任期を 1 年とすることができる。但し、再選を妨げな
い。前条第 2 項によって補充された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

第 13 条 役員の任務は次のとおりとする。
（1） 会長は、本会を代表し会務を統括する。
（2） 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。且つ、各丁目と

事業部の統括を担当する。
（3） 会計は、本会の経理にあたる。町会の所有する財産目録の整備と保管の任にあたる。
（4） 会計監査は、本会の会計事務を監査する。
（5） 各事業部長は、それぞれの事業部を把握し、その事業の遂行にあたる。
（6） 各事業部副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。
（7） 各地区部長は、それぞれの地区を担当し、地区内組長と協議し会務の遂行にあたる。
（8） 各地区副部長は、地区部長を補佐し、地区内婦人部を担当する。且つ、部長に事故ある

ときはその職務を代行する。
（9） 各地区部長・同副部長は、何れか一つ又は二つの事業部の部員として事業部活動にあ

たる。
（10）組長は組内会員の代表として本会諸行事に努力するとともに組内を担当する。
（11）各事業部員は、事業部長のもとその事業部の活動にあたる。
（12）顧問並びに相談役は会長の諮問にこたえるものとする。

第五章  会 議

第 14 条 本会の会議は次の通りとする。
総会、臨時総会、部長会、事業部長会、三役会、各事業部会、各地区部会、特別委員会、
役員選考委員会、組長会

第 15 条 総会は、本会最高の議決機関であって、会長、副会長、会計、顧問、相談役、会計監査、各
事業部長、同副部長、各地区部長、同副部長、事業部員、組長を持って構成し（以下「総会
構成員」という。）、委任状を含む 3 分の 2 以上の出席により成立する。

第 16 条 総会は、次の事項を議決する。
（1） 年度事業計画並びに事業報告
（2） 年度予算案並びに決算の審議及び承認
（3） 三役の選任及び解任
（4） 会則の改廃変更
（5） その他部長会で必要と認めた事項

第 17 条 1、定期総会は、毎年 4 月に開催する。
2、 臨時総会は、総会構成員の 3 分の 1 以上の要求があったとき、又は三役会で必要と認

        めたとき開催し、そのことをはかる。
第 18 条 1、総会は会長が招集する。

2、会長は、前条 2 項に基づく請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
3、総会を招集する場合は、総会構成員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記

載し、開会日の 5 日前までに書面で通知しなければならない。



第 19 条 総会の議長は、総会構成員より選出する。
第 20 条 1、総会における議決権は、出席会員１人につき１票とする。

2、総会の議事は、第 9 条、第 36 条、第 37 条、第 38 条の場合を除いて、出席会員の過半
数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。

第 21 条 1、総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
（1） 総会の日時及び場所
（2） 総会構成員の現在数
（3） 総会に出席した総会構成員数、氏名及び委任状の数
（4） 議決事項
（5） 議事の経過の概要及びその結果
（6） 議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には、議長及び出席した総会構成員の中からその会議において選出された議事

録署名人 2 名以上が、署名捺印しなければならない。
第 22 条 部長会は、会長が招集する。会長、副会長、会計、各事業部長、同副部長、各地区部長、地

区副部長を持って構成し、但し各事業部で必要と認めた場合には他の役員の出席を認める
事とし、次の議事を図るものとする。

（1） 本会運営に必要と認められる事項
（2） 予算案、決算書、及び事業計画の作成
（3） 総会の準備
（4） 特別委員会及び役員選考委員会の構成
（5） 内規の作成及び改正
（6） 総会に於いて付託された事項

第 23 条 事業部長会は、本会の執行機関であって会長が招集する。事業部長会は会長、副会長、会
計、各事業部長、同副部長をもって構成し、必要により開き、次の事項を協議する。

（1） 各事業部の事業計画の協議及び各事業部間の調整など。
（2） 部長会の準備

第 24 条 三役会は、会長、副会長、会計をもって構成し、会長が召集する。必要により開き次の事項
を協議する。

（1） 本会の運営に関する事項。
（2） 会長において必要と認められる事項
（3） 顧問、相談役、各事業部長、各事業部副部長、会計監査の推薦
（4） 部長会において付託された事項など

第 25 条 各事業部会は、事業部毎に部長が必要により招集し、各事業部の活動について協議する。
第 26 条 各地区部会は、地区毎に地区部長が必要により招集し、各地区内の要望や意見の調整など

をはかる。
第 27 条 特別委員会は部長会に於いて特に必要と認めたとき、そのたびに委員を選定構成し、その

任務にあたる。
第 28 条 役員選考委員会は別に定める内規により、委員会を構成し、役員の選考にあたる。
第 29 条 組長会は部長会において必要と認められたとき、会長は、組長、事業部員を含む役員を招

集し、会の運営について協議する。

第六章  資産及び会計

第 30 条 本会の資産は、次に上げるものとする。
（1） 会費
（2） 寄付金品
（3） 事業に伴う収入
（4） 資産から生じる収入
（5） 別表に掲げる資産
（6） その他の収入



第 31 条 1、資産は会長が管理し、その方法は三役会の議決により定める。
2、別表に掲げる資産のうち、別に定める重要資産の処分は、総会の議決を得なければなら

ない。
第 32 条 1、本会の会員は、別に定める会費基準内規により会費を納入するものとする。

2、本会に納入した会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
第 33 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第 34 条 本会の会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 35 条 本会の経費は、総会に於いて承認された予算案に基づき、別に定める会計処理内規により

おこなわれる。

第七章  会則の変更及び解散

第 36 条 本会則は、総会に於いて出席会員の 4 分の 3 以上の同意を得なければ変更することができ
ない。

第 37 条 1、本会は、次の事由により解散する。
（1） 破産手続開始が決定したとき
（2） 地方自治法第 260 条の 2 第 2 項の各号に掲げる要件のいずれかを欠くことになったと

き
（3） 設立許可が取り消されたとき
2、 本会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、出席会員の 4 分の 3 以上の同意を得
  なければならない。

第 38 条 本会が、解散する場合の残余財産の処分については、総会において出席会員の 4 分の 3
以上の同意を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第八章  雑 則

第 39 条 本会は、事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えつけておかなければならない。
（1） 本会則
（2） 認可に関する書類
（3） 役員に関する書類
（4） 会計に関する書類
（5） 会議議事録
（6） 会員名簿
（7） 資産台帳
（8） 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
（9） 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
（10） 事業計画書及び収支予算書
（11） その他の必要な書類及び帳簿

第 40 条 本会は部長会の議決を経て目的達成のため必要な内規を設けることが出来る。
第 41 条 本会則に定めていない事項が生じた場合は、三役会で協議の上処理することが出来る。

但し部長会に報告し承認を求めなければならない。
第 42 条 会員及びその家族に弔事があったときは、別に定める慶弔内規により弔意を表す。
第 43 条 本会に功績のあった者には、別に定める内規により表彰することが出来る。
第 44 条 南篠崎会館の運営に関しては、別に定める南篠崎会館管理運営協議会が運営の責にあた

り、町会備付備品の使用などについては別に定める内規による。

付則 （1） 昭和５４年４月１５日施行
（2） 昭和５９年４月２３日一部改正
（3） 昭和６２年４月２９日一部改正
（4） 平成元年４月１６日一部改正
（5） 平成７年４月２３日一部改正



（6） 平成８年４月２１日一部改正
（7） 平成１９年４月２２日一部改正
（8） 平成２７年４月１９日一部改正
（9） 令和４年４月１７日一部改正

   （10） 令和７年４月１３日一部改正

内  規

１、慶弔内規

２、会葬内規

３、役員選定内規

４、会費基準内規

５、会計処理内規

６、会費減免内規

７、表彰内規

８、備品等使用内規

９、役員職務の分担内規

１０、災害救援協力隊の編成内規

１１、災害対策準備金適用内規



各位

南 篠 崎 町 会 加 入 の ご 案 内
江戸川区 南篠崎町会

南篠崎町会地区内に居住されることになりました皆さまに町会加入のご案内を申し上げます。
当町会では、江戸川区からの各種広報類の回覧をはじめ、防犯防火活動、交通安全運動、町会
美化運動、ゴミ集積ステーションの整備、各種募金の集約、敬老祝賀会、運動会や少年野球な
どの各種スポーツ大会、婦人部による手芸教室、リサイクル運動などの幅広い地域社会運動を
通じて、会員相互の親睦をはかり、明るく住みよい町づくりのために、町会役員、事業部員一
同で力を合わせて邁進しています。

また当町会には町会会館もあり、町会活動をはじめ、様々なサークル文化活動や英会話教室
など、地域の皆さまに活発に利用いただいております。夏には盆踊りなどの各種地域行事もあ
ります。災害対策やゴミ処理問題には、町会として一丸となって取り組むことが不可欠になっ
ております。

ぜひとも町会にご加入いただき、隣近所や地域の方々と顔見知りや親睦を深めていただき、
コミュニケーション作りをお願いいたします。町会では、安全で安心な住みよい環境づくりに
協力しております。

なおご不明な点やご質問、ご意見がございましたら、地域の担当副会長までお電話をいただ
ければ、ご説明させていただきます。

南篠崎町会 副会長         
住所   氏名          
電話               

入 会 申 込 書
年 月 日

南篠崎町会 御中
  趣旨に賛同し、南篠崎町会に加入いたします。

住所                
氏名                
電話                

町会費：  円／月     年  月分より納入
丁目 部 組

組長 地区部長 副会長 会計 総務部長

地区部長は本入会申込書に副会長の捺印を得て、会計（収入担当）に提出するとともに、
「町会会員数変動報告書」を必ず総務部に提出してください。

キ  リ  ト  リ




